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1

一般国道１７号
綾戸バイパス ④

：再評価

①事業採択後、3年以上経過した時点で未着工
②事業採択後、5年以上を経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で、3年間が経過している事業

④再評価実施後、3年間が経過している事業

⑤社会経済情勢の変化等により再評価の実施の必要が生じた事業

：事後評価

１．事業の概要
（１）－１ 事業の目的と計画の概要（位置図）

長野県

東京都

群馬県

山梨県

埼玉県

茨城県

千葉県

栃木県

神奈川県



（１）－２ 事業の目的と計画の概要

区 間 ： 自）群馬県渋川市上白井

区 間 ： 至）群馬県沼田市岩本町
計 画 延 長 ： 2.3ｋｍ
幅 員 ： 18.75ｍ
道 路 規 格 ： 第3種第2級
設 計 速 度 ： 60ｋｍ／ｈ
車 線 数 ： ４車線
事 業 化 ： 平成4年度
事 業 費 ： 約157億円
計画交通量 ： 19,800～20,000台／日

ぐんまけん しぶかわし かみしろい

ぐ ん ま け ん ぬ ま た し い わ も と ま ち

・災害に強い道路整備

・関越自動車道等周辺道路における交通規制
時の代替路としての機能確保

至東京

至 新潟

沼田市 昭和村

渋川市
綾戸バイパス
延長2.3km

再評価対象区間

しぶかわしかみしろい

渋川市上白井

沼田市岩本町
ぬまたしいわもとまち

凡 例
事業中区間
高速道路
一般国道
一般県道

凡 例
計画交通量（台/日）
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１．事業の概要

計画の概要

目 的

位置図

平面図

標準横断図

群馬県

再評価対象区間

19,800(台/日)

20,000(台/日)

津久田駅



至 新潟

至 沼田

17

17

255

255

国道17号 綾戸バイパス 延長2.3km

渋川市

沼田市

昭和村

至 渋川

凡 例

高速道路

一般国道

一般県道

鉄道

至 東京

至 東京

至 新潟

上白井地区

棚下地区

再評価対象区間

3

・国道17号は、東京と新潟を結ぶ主要幹線道路で、当該区間は群馬県の県央と北毛地域を連結する。

・利根川に沿った急峻な地形を通過している。

・利根川の対岸には関越自動車道､県道､JR上越線が通過している。

北毛

東毛

県央

西毛

１．事業の概要
（１）－３ 事業の目的と計画の概要（周辺の状況）

津久田駅

綾戸バイパス

群馬県

岩本地区



：曲線半径
150m未満

i=6.0%

昭和村

①

17

４

・当該区間は、線形不良箇所が連続し、事故が多発している。

・綾戸バイパスの整備により、線形不良箇所が解消され、安全性、円滑性が確保される。

① 線形不良箇所の状況

沼田市

昭和村

渋川市

17

17

255

■事故の発生状況（平成23～26年）

綾
戸
バ
イ
パ
ス

延
長

㎞

再
評
価
対
象
区
間2.3

i=6.2%

沼田市

渋川市

・当該区間においては、過去4年間で
29件の交通事故が発生。
・綾戸バイパスの整備により線形不良
箇所など安全性が確保され、交通事故
の減少が期待される。

■現道の線形不良箇所

至 東京

至 新潟

255

１．事業の概要
（２）－１ 事業の必要性（線形不良箇所の回避、急勾配区間の回避）

平面図
平面図

事故類型

資料：交通事故データ

(H23-H26)

車両相互 追突

車両相互 すれ違い時

車両相互 正面衝突

その他

追突事故が約６割
(29件中18件発生)



濃霧

15.2%

積雪

55.5%

雨量

4.5%

事故

12.6%

その他

12.2%

・関越自動車道は霧や雪等により通行止めとなる。また、隣接する県道下久屋渋川線は狭隘な道路であるため、綾戸
バイパスは代替路の役割を果たす重要な路線である。

＜関越自動車道の通行止めの状況＞

・綾戸バイパスに並行する関越自動車道(赤城IC～昭和IC)は、濃霧・積雪・雨量よる通行止めが発生

通行止めの約7.5割が、
濃霧・積雪・雨量によるもの

（赤城IC～昭和IC間）

■濃霧・積雪・雨量による通行止め時間

・濃霧・積雪・雨量による通行止めは、年間約35時間

５

国道17号へ迂回

255

資料：平成18～27年通行止め記録
（ＮＥＸＣＯ東日本）

（関越自動車道 赤城IC～昭和IC間の通行止め時間 平成18～27年の平均値）

綾戸バイパス
延長 2.3ｋｍ
再評価対象区間

関越から迂回する
交通により、国道
17号の交通量が
約３割増加

通行止時間帯

平成19年３月５日の霧通行止めの状況

濃霧・雪・雨による
通行止めが発生

昭和I.C

赤城高原S.A

赤城I.C

至 東京

至 新潟

※その他は、逆走車・地震等

（２）－２ 事業の必要性（通行止め時の代替路）

１．事業の概要

平面図



（１）事業の経緯

平成4年度 事業化

平成8～14年度 現道国道17号の緊急防災対策

平成14～21年度 バイパスの調査設計推進、設計説明会(平成20年9月)

平成22年度 用地買収着手
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２．事業の進捗状況

縦断図

平面図
再評価対象区間

凡例



前回
評価時
H25

今回
評価時
H28

用地取得率
38％
(全体)

工 事

用 地

■地元説明会の開催状況

・渋川市工区
設計説明会 平成23年５月
用地説明会 平成23年12月
用地説明会 平成24年８月

・沼田市工区
設計説明会 平成23年８月
設計・用地説明会 平成26年５月

沼田市

昭和村

渋川市

国道17号 綾戸バイパス 延長 2.3ｋｍ

再評価対象区間
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・平成22年度から渋川市工区の用地取得に着手し、これまで用地説明会、用地交渉を鋭意実施し、用地買収を推進

してきたところ。現在、全工区において用地交渉を行っており、全面的な用地買収に向けて事業を推進する予定。

・なお、綾戸バイパスの用地取得率は38％（平成28年3月末時点、面積ベース）。

７

撮影：H26.5

上白井地区

棚下地区

岩本地区

未着手未着手 工事中・用地取得中 完成済・用地取得済凡例

25517

17

２．事業の進捗状況
（２）残事業の概要

用地取得率
20％
(全体)

工 事

用 地



H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

防災

工事

防災

工事

防災

工事

防災

工事

防災

工事

防災

工事
完了

事業化

測量
調査

設計

調査

設計

調査
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設計
設計
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地質
設計

設計
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設計
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設計
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用地

着手
20% 38%

改良

橋梁

改良

橋梁

橋梁

トンネル

橋梁

トンネル

改良

トンネル

舗装

改良

橋梁

橋梁
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（
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）

設計・用地説明

用地

埋蔵文化財調査

工事（暫定）

工事（完成）

年度

供
用
開
始
年
次

（

完
成

）

参考：現道緊急防
　　　　災対策工事

事業化

測量・調査・設計

・平成4年度に事業化。

・豊浜トンネル事故を受け、平成8～14年度に現道の緊急防災対策を実施。

・現道の緊急防災対策が平成14年度に概成したことから、バイパス事業を本格的に着手。

・平成22年度から用地買収に着手。

・綾戸バイパスの用地取得率は38％（平成28年3月末時点、面積ベース）。

・引き続き、用地取得の促進、早期開通を目指し、事業の推進を図る。

■ 事業の計画から完成までの流れ

８

３．事業の見込み等

今回再評価前回再評価



９

４．関連自治体等の意見
■都道府県・政令市からの意見

（群馬県知事の意見）

・綾戸地区の国道17号現道は、急峻な地形を通過しており、落石・法面崩壊の危険性や線形不良等による交通安
全上の問題がある。これらを回避し、関越自動車道等の代替路としての安全性の向上のためにも本事業は必要で
あり、事業を継続し、早期の工事着手を図られたい。

・また、コスト縮減を徹底し、効率的、効果的に事業を推進されたい。



（１）事業の必要性等に関する視点

（２）事業進捗の見込みの視点

・平成4年度に事業化。
・豊浜トンネル事故を受け、平成8～14年度に現道の緊急防災対策を実施。
・現道の緊急防災対策が平成14年度に概成したことから、バイパス事業を本格的に着手。
・平成22年度から用地買収に着手。
・綾戸バイパスの用地取得率は38％（平成28年3月末時点、面積ベース）。
・引き続き、用地取得の促進、早期開通を目指し、事業の推進を図る。

・当該区間は、線形不良箇所が連続し、事故が多発している。

・関越自動車道は霧や雪等により通行止めとなる。また、隣接する県道下久屋渋川線は狭隘な道路であるため、綾

戸バイパスは代替路の役割を果たす重要な路線である。
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５．今後の対応方針（原案）

（３）対応方針(原案)

・事業継続とする。
・本事業は、災害に強い道路整備、関越自動車道等周辺道路における交通規制時の代替路としての機能確保の観
点から、事業の必要性・重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。



道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれに
ついて推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。

【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。
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：平成25年度

：平成42年度（暫定H35年度）

：供用後50年間

：平成17年度道路交通センサス

：平成42年度

：19,800～20,000（台/日）

：約157億円

：約126億円（約416億円※）

：約118億円（約173億円※）

■計算条件 [参考：前回評価(平成25年度)]

・基準年次

・供用開始年次

・分析対象期間

・基礎データ

・交通量の推計時点

・計画交通量

・事業費

・総便益（B）

・総費用（C）

■総便益(B)

■総費用(C)

※基準年次における現在価値化前を示す。

【参考】費用と３便益

注：費用対効果分析に係る項目は平成25年度評価時点



【参考】費用と３便益

■事業全体

便 益

時間短縮 経費減少 事故減少 総便益

109億円 7.6億円 9.6億円 126億円

費 用
事業費 維持管理費 総費用

111億円 6.5億円 118億円

便 益

時間短縮 経費減少 事故減少 総便益

109億円 7.6億円 9.6億円 126億円

費 用
事業費 維持管理費 総費用

94億円 6.5億円 101億円

■残事業

基準年：平成25年度

注1）便益・費用については、平成25年度を基準年とし、社会的割引率を4％として現在価値化した値である。

注2）費用及び便益額は整数止めとする。

注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

注4）便益の算定については、「将来交通需要推計手法の改善について【中間とりまとめ】」に示された第二段階の改善を反映している。
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注：費用対効果分析に係る項目は平成25年度評価時点
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【参考】事業の評価
平成28年度 事　業　名： 国道17号　綾戸バイパス

高崎河川国道事務所　計画課 担当課長名：関根　孝之

チェック欄

■

■

■

■

■

■

　　 ■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

年　度：

担当課：

判断根拠

地元情勢等の変化が無い

B/Cの算定方法に変更が無い

需要量の変化は無い

項　　目

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

事業目的

事業目的に変更が無い

以上より、費用対効果分析を実施しないものとする。

費用対効果分析実施判定票

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％※以内]

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％
※
以内]

判　定

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

直近３ヶ年の事業費の平均に対する分析費用は6.3％であり、1％以上である。

事業費の増加は無い

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業目的に変更がない

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用１％
以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上
回っている。

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

外的要因

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％
※
以内]

前回評価時より事業期間の延長はない

別添様式


